
那覇文化芸術劇場なはーと建築物法定点検業務委託契約書
　那覇市（以下「甲」という。）と株式会社○○（以下「乙」という。）は、建築物法定点検業務（以下「本件業務」という。）を乙に委託することについて、次のとおり業務委託契約（以下「本契約」という。）を締結する。

（契約の目的）

第1条 本契約は、甲が、本件業務を乙に委託し、乙はこれを受託することに関する契約事項を定めることを目的とする。

（委託内容）

第2条 甲が乙に対し委託する本件業務の委託内容は、別紙「建築物法定点検業務委託仕様書」（以下「仕様書」という。）に定める。
（契約期間）

第3条 本件業務における契約期間は、契約締結日から令和8年3月28日までとする。
（契約金額及び支払方法）

第4条 本契約の契約金額は、金　　円（うち消費税及び地方消費税額は、金　　　　　円）とし、支払額(消費税及び地方消費税を含む)は、次のとおりとする。
２　本国国内法令及び那覇市条例及び規則等を遵守し、これに違反してはならない。乙は本件業務の対価として、前条の契約金額に基づき請求を行い、甲は、適正な請求書を受理した日から起算して30日以内に乙に支払うものとする。
３　甲の責めに帰すべき事由により、前項の期限内に支払がなかった場合は、乙は、支払期日の翌日から支払日までの請求金額について「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」に規定される率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。

（契約保証金）

第5条 契約保証金は、那覇市契約規則第30条第1項第9号の規定により免除する。

（契約履行場所）

第6条 契約履行の場所は那覇市久茂地3丁目26番27号那覇文化芸術劇場なはーと及び甲が指定する場所とする。
（検査）

第7条 乙は本件業務が完了したときには、遅滞なく甲に対して委託業務完了報告書を提出しなければならない。

２　甲は、前項の委託業務完了報告書を受理したときは、その日から、10日以内に検査を行わなければならない。

３　前項の検査が不合格となり、成果物について補正を命じられたときは、乙は遅滞なく当該補正を行い、甲に補正完了を届け出て甲の再検査を受けなければならない。

（権利義務の譲渡禁止等）

第8条 乙は、この契約により生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することはできない。ただし、甲の書面による承諾を受けたときはこの限りではない。

（再委託の禁止）

第9条 乙は、本契約について、本件業務を第三者に委託することはできない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を受けたときはこの限りでない。

（共同と役割分担）

第10条 甲及び乙は、本件業務の円滑かつ適切な遂行のため、甲乙双方による共同作業及び各自の分担作業が必要とされることを認識し、これら作業を誠実に実施するとともに、相手方の分担作業の実施に対し誠意をもって協力するものとする。

２　甲乙双方による共同作業及び各自の分担作業は、甲乙協議のうえ別に定めるものとする。

３　甲及び乙は、共同作業及び各自の実施すべき分担作業に遅延又は不実施があった場合、それにより相手方に生じた損害の賠償を含めてかかる遅延又は不実施について相手方に対し責任を負うものとする。
（秘密の保持）

第11条 乙は、この契約を履行する上で知り得た事項を他に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。また、この契約の終了後においても同様とする。
（法令等の遵守）

第12条 甲及び乙は、本契約に基づき実施する全ての事項において、日本国国内法令及び那覇市条例及び規則等を遵守し、これに違反してはならない。
(個人情報の取扱い)

第13条 本件業務の遂行における個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律等を遵守しなければならない。
（契約解除）

第14条 甲又は乙は相手方が次の各号のいずれかに該当した場合は、本契約の全部または一部を解除することができる。
（1） 本契約又はその付属契約の条項に違反したとき
（2） 正当な理由なく本契約を履行せず、又は履行する見込みがないとき
（3） 甲又は乙（その使用人を含む）が不正の行為をなし、又は相手方の指示に従わず、もしくは相手方の従業員の職務の遂行を妨げたとき
（4） 第三者より差押、仮差押、仮処分、競売、破産、又は会社更生等の申立てをうけ、もしくは自ら破産、又は会社更生等の申し立てをおこなったとき
（5） 振出した手形が不渡り処分を受け、または銀行取引停止の状態になったとき
（6） 合併によらないで解散し、又は相手方の事前の了承なく委託業務の全部もしくは一部を第三者に譲渡したとき
（7） 各号のいずれかが発生するおそれがあると判断する相当な事由があるとき
２　甲は、乙、乙の代理人、乙からの再委託契約の当事者又は乙との間にこの契約に係る物品等の購入契約その他の契約を締結するものが暴力団（那覇市暴力団排除条例(平成24年那覇市条例第1号。以下「暴排条例」という。）第2条第1号の暴力団をいう。以下同　じ。) の関係者又は暴力団員（暴排条例第2条第2号の暴力団員をいう。以下同じ。）に該当すると判明したときは、この契約を解除することができる。

（本件業務終了後の業務引継ぎ）

第15条 乙は、理由の如何を問わず本件業務が終了する場合は、甲が定めるところに従い、本件業務終了日までに本件業務を甲が継続して遂行できる必要な措置を講じなければならないものとする。
（損害賠償等）

第16条 本件業務の実施中に生じた損害は、乙の負担とする。ただし、乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。なお、損害賠償額については甲乙協議のうえ、本契約の対価を限度として賠償責任を負うものとする。
（契約不適合）
第17条 第７条の検査完了後、納入物について契約不適合が発見された場合、甲は乙に対して相当の期間を定めてその契約不適合の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
２　前項にかかわらず、甲がその契約不適合の存在を知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その契約不適合を理由として、修補の請求及び損害賠償の請求をすることができない。

３　前項の規定は、納入物を甲に引き渡したときにおいて、乙がその契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しないものとする。
（合意管轄）

第18条 本契約に関する甲乙間の訴訟は、甲の本庁所在地を管轄する裁判所を専属的な合意管轄裁判所とする。
（協議）

第19条 本契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、那覇市契約規則（平成26年那覇市規則第59号）によるもののほか、信義誠実の原則に従い甲乙協議し、円満に解決を図るものとする。
この契約を証するため、本書2通を作成し、双方記名押印の上、各自がその1通を所持する。
令和　7　年　　月　　日
甲　沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号

那覇市
那覇市長　　知念　覚
乙　沖縄県那覇市久茂地〇丁目
株式会社　○○
代表取締役　○○
